
 

市民を対象に 

省エネ機器買い替えを支援します 
家庭におけるエネルギー費用負担の軽減及び温室効果ガスの排出量の削減につなげるこ

とを目的に、省エネ機器への買い替えを支援するため「省エネ機器更新促進補助金（市民用）」

を交付します。 

１ 補助率等  補助率 １／３  補助上限額 ５万円 

※対象機器の購入金額（合算可）１万円以上（税抜） 

２ 必要な省エネ性能（①又は②の基準を満たしていること。） 

①統一省エネラベルの多段階評価点が★★★（３．０）以上 

②トップランナー基準を達成（省エネ基準達成率が１００％以上） 

３ 対象機器（１２品目） 

  ・エアコン ・テレビ ・照明器具（電球を含む） ・電気冷蔵庫 ・電気冷凍庫 

・電気便座 ・エコキュート(電気温水機器) ・石油温水機器 ・ガス温水機器 

・ガスコンロ ・ガスオーブン ・ガスストーブ 

４ 手続の流れ  

①事前登録(ネット申請) ⇒ ②購入・設置・支払 ⇒ ③申請 ⇒ ④審査 ⇒ ⑤補助金交付 

   ※ホームページ URL https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/hojyo/1028687.html 

     （ホームページは、令和５年７月１９日（水）午前９時公開） 

※ネット環境のない方は、コールセンターにお問い合わせください（Ｆａｘ等で登録申請可能）。 

５ 事前登録受付期間 

第１回 令和５年８月１日（火）～ 令和５年８月３１日(木)  

第２回 令和５年１１月１日（水）～ 令和５年１１月３０日(木)  

※各回申込順で予算の上限に達し次第受付終了。 

６ 申請条件 

・相模原市内に住民登録のある世帯主 ・１世帯１回限り 

・申請者に市税の滞納がないこと ・市内事業者において購入 

・必要な省エネ性能を満たす機器への更新（買い替え） 等 

７ 省エネ機器補助金に関する問い合わせ先 

  省エネ機器更新促進補助金コールセンター 電話０４２－７６９－９２６８ 

  受付日時 令和５年７月１９日（水）～ 令和６年２月２９日（木）まで  

午前８時３０分 ～ 午後５時まで 

※ 土日・祝日（１２月２９日～１月３日を除く）も開設します。 

 

令和５年７月１８日 

相模原市発表資料 

【問い合わせ】 

環境経済局 ゼロカーボン推進課 

０４２－７６９－８２４０(直通) 

対応責任者 角田 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/hojyo/1028687.html





